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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期

第３四半期連結
累計期間

第60期
第３四半期連結

累計期間
第59期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年12月31日

自2021年４月１日
至2021年12月31日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 40,004,573 52,683,536 57,409,828

経常利益又は経常損失（△） （千円） △1,379,028 979,001 △420,694

親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）

（千円） △732,104 521,756 △315,162

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △2,120,050 857,633 △484,825

純資産額 （千円） 25,960,832 28,368,570 27,596,032

総資産額 （千円） 60,040,941 67,750,667 63,612,961

１株当たり四半期純利益金額又は１

株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）

（円） △139.55 99.10 △60.05

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 31.4 30.3 31.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 1,839,647 △17,768 2,775,425

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △1,976,555 △1,815,992 △1,859,728

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 165,027 1,323,055 194,863

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 5,096,852 5,897,437 6,292,447

 

回次
第59期

第３四半期連結
会計期間

第60期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自2020年10月１日
至2020年12月31日

自2021年10月１日
至2021年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △40.04 33.43

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．第59期第３四半期連結累計期間及び第59期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、１株当たり四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第60期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
 

(1）経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間における当社グループは、新型コロナウイルス感染症による世界経済の先行きは不透

明感が漂うものの、前連結会計年度の後半より需要は回復傾向にあり、加えて韓国で電動ウォーターポンプなど新

製品の開発や販路拡大を進めるなどしたほか、生産性の改善やコスト削減などの競争力強化に努めました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が52,683百万円（前年同四半期比31.7％増）、営業

利益は383百万円（前年同四半期は1,191百万円の損失）となりました。さらに、外貨建て資産・負債の評価益等の

為替差益やデリバティブ評価益も加わったことなどにより、経常利益は979百万円（前年同四半期は1,379百万円の

損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は521百万円（前年同四半期は732百万円の損失）となりました。
 

　主要な品目分類別の販売状況を説明しますと、次のとおりであります。

　駆動・伝達及び操縦装置部品部門は、海外補修用部品市場や欧州の新車用部品市場におけるユニバーサルジョイ

ントに加えて、韓国・中国の新車用部品市場におけるバルブスプール、等速ジョイントの販売が増加したことなど

により、売上高は27,099百万円（前年同四半期比33.1％増）となりました。

　エンジン部品部門は、韓国で電動ウォーターポンプの販路拡大を進めるなどしたほか、海外補修用部品市場にお

けるウォーターポンプの販売も増加したことなどにより、売上高は17,027百万円（同26.9％増）となりました。

　ベアリング部門は、海外補修用部品市場におけるテンショナー・アイドラー・ベアリングの販売が増加したこと

などにより、売上高は7,815百万円（同28.2％増）となりました。
 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　当社は、製造、販売体制を基礎とした拠点の所在地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米

国」、「韓国」、「中国」、「タイ」、「欧州」及び「豪州」の７つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントでは、自動車部品を製造、販売しております。

① 日本

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた需要は前連結会計年度の後半より回復傾向にあり、海外における補修

用部品市場での販売が増加したことに加えて、欧州の新車用部品市場におけるユニバーサルジョイントの輸出も増

加したことなどの結果、売上高11,418百万円（前年同四半期比41.3％増）、セグメント利益459百万円（同865.6％

増）となりました。

② 米国

　連結子会社のGMB NORTH AMERICA INC.において取扱製品の拡大などにより販売が増加した一方で、関税引き上げ

による費用増加などの結果、売上高5,431百万円（前年同四半期比16.8％増）、セグメント損失788百万円（前年同

四半期は191百万円の損失）となりました。

③ 韓国

　連結子会社のGMB KOREA CORP.において電動ウォーターポンプの販売が増加したことに加えて、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた需要は前連結会計年度の後半より回復傾向にあり、新車用部品市場におけるバルブス

プールや等速ジョイントの販売が増加したことなどの結果、売上高30,238百万円（前年同四半期比29.5％増）、セ

グメント利益394百万円（前年同四半期は1,041百万円の損失）となりました。

④ 中国

　製造拠点である連結子会社３社及び調達・物流拠点の連結子会社１社において、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けた需要は前連結会計年度の後半より回復傾向にあり、新車用部品市場におけるバルブスプールや等速ジョ

イントの販売が増加するなどした結果、売上高3,545百万円（同54.4％増）、セグメント利益469百万円（同

374.8％増）となりました。

⑤ タイ

　タイ国内向けの販売に加えて、日本向けの輸出取引も増加するなどした結果、売上高444百万円（同32.4％

増）、セグメント利益111百万円（同724.9％増）となりました。

⑥ 欧州

　欧州の新車用部品市場においてウォーターポンプの販売が増加するなどしたことの一方で、新工場への移転を含

む設備や人員にかかる費用などの増加の結果、売上高1,765百万円（同19.1％増）、セグメント損失61百万円（前

年同四半期は44百万円の損失）となりました。

⑦ 豪州

　前々連結会計年度に設立した新拠点において、前年第３四半期より本格的な販売活動を開始した結果、売上高

108百万円（前年同四半期比1,393.8％増）、セグメント損失38百万円（前年同四半期は50百万円の損失）となりま

した。
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(2）財政状態の状況
① 資産の部

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は67,750百万円と前連結会計年度に比べ4,138百万円の増加となりまし

た。これは主に、棚卸資産が4,124百万円増加したことなどによるものであります。

② 負債の部

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は39,382百万円と前連結会計年度に比べ3,366百万円の増加となりまし

た。これは主に、短期借入金が3,063百万円増加したことなどによるものであります。

③ 純資産の部

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は28,368百万円と前連結会計年度に比べ772百万円の増加となりまし

た。これは主に、利益剰余金が421百万円、非支配株主持分が255百万円、それぞれ増加したことなどによるもので

あります。
 
(3）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が993百万円（前年同四半期は1,427百万円の損失）、減価償却費が2,445百万円（前年同四半期比4.4％増）、短

期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,375百万円（同397.6％増）、政府補助金に

よる収入が872百万円となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が3,664百万円（前年同四半期は224百万円の減

少）、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,517百万円（前年同四半期比43.2％増）となったことな

どの結果、期末残高は395百万円減少して5,897百万円となりました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は17百万円（前年同四半期は1,839百万円の獲得）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益が993百万円（前年同四半期は1,427百万円の損失）、減価償却費が2,445百万円（前年同

四半期比4.4％増）となるなどの一方で、棚卸資産の増加額が3,664百万円（前年同四半期は224百万円の減少）と

なったことなどによるものであります。
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,815百万円（前年同四半期比8.1％減）となりました。これは主に、設備投資に

よる有形固定資産の取得による支出が2,517百万円（同43.2％増）となるなどの一方で、政府補助金による収入が

872百万円となったことなどによるものであります。
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は1,323百万円（同701.7％増）となりました。これは、短期・長期借入金、社債、

リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,375百万円（同397.6％増）となったことなどによるものでありま

す。
 

(4）経営方針・経営戦略等
　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。
 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 
(6）研究開発活動
　当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は758,095千円であります。当社グループの研究

開発活動は、主に連結子会社のGMB KOREA CORP.で行われており、韓国のセグメント発生額は、758,005千円であり

ます。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,000,000

計 19,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(2021年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(2022年２月７日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,271,794 5,271,794
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

計 5,271,794 5,271,794 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　 該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 5,271,794 － 863,390 － 1,012,792

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2021年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,266,300 52,663 －

単元未満株式 普通株式 4,194 － －

発行済株式総数  5,271,794 － －

総株主の議決権  － 52,663 －

 

②【自己株式等】

    2021年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ＧＭＢ株式会社
奈良県磯城郡川西町

大字吐田150番地３
1,300 － 1,300 0.02

計 － 1,300 － 1,300 0.02

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,377,301 7,097,755

受取手形及び売掛金 14,451,791 ※２ 13,747,989

商品及び製品 6,725,437 8,525,823

仕掛品 4,864,956 5,762,363

原材料及び貯蔵品 2,741,389 4,167,665

未収還付法人税等 1,550 65,979

その他 1,249,410 1,815,311

貸倒引当金 △173,058 △105,881

流動資産合計 37,238,780 41,077,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,217,320 6,288,539

機械装置及び運搬具（純額） 10,651,287 10,799,259

土地 5,577,748 5,566,269

建設仮勘定 684,389 713,777

その他（純額） 485,067 548,277

有形固定資産合計 23,615,813 23,916,123

無形固定資産   

その他 214,374 384,283

無形固定資産合計 214,374 384,283

投資その他の資産   

投資有価証券 617,653 606,629

繰延税金資産 826,600 757,793

その他 1,287,617 1,224,563

貸倒引当金 △187,877 △215,731

投資その他の資産合計 2,543,993 2,373,254

固定資産合計 26,374,181 26,673,661

資産合計 63,612,961 67,750,667
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,048,401 7,513,951

短期借入金 12,856,430 15,919,060

１年内償還予定の社債 452,200 559,865

１年内返済予定の長期借入金 2,847,801 2,055,695

未払法人税等 232,356 89,341

賞与引当金 179,174 95,449

製品保証引当金 491,005 254,566

その他 2,517,639 3,653,255

流動負債合計 26,625,009 30,141,185

固定負債   

社債 2,131,800 1,889,545

長期借入金 3,834,469 3,633,264

繰延税金負債 573,558 620,609

退職給付に係る負債 2,144,759 2,598,105

その他 707,332 499,386

固定負債合計 9,391,919 9,240,911

負債合計 36,016,929 39,382,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 855,743 863,390

資本剰余金 1,027,647 1,035,294

利益剰余金 16,973,086 17,394,452

自己株式 △2,447 △2,447

株主資本合計 18,854,029 19,290,690

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,671 10,098

為替換算調整勘定 1,015,649 1,105,809

退職給付に係る調整累計額 107,012 96,049

その他の包括利益累計額合計 1,131,334 1,211,957

非支配株主持分 7,610,668 7,865,922

純資産合計 27,596,032 28,368,570

負債純資産合計 63,612,961 67,750,667
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 40,004,573 52,683,536

売上原価 34,183,407 44,251,387

売上総利益 5,821,166 8,432,149

販売費及び一般管理費 7,012,410 8,048,871

営業利益又は営業損失（△） △1,191,244 383,278

営業外収益   

受取利息 14,915 24,547

為替差益 228,908 407,396

貸倒引当金戻入額 20,068 -

製品保証引当金戻入額 2,270 -

持分法による投資利益 - 24,249

デリバティブ評価益 - 294,320

その他 215,377 242,580

営業外収益合計 481,541 993,093

営業外費用   

支払利息 303,219 257,810

手形売却損 77,130 62,623

持分法による投資損失 26,639 -

デリバティブ評価損 227,220 -

その他 35,115 76,936

営業外費用合計 669,326 397,370

経常利益又は経常損失（△） △1,379,028 979,001

特別利益   

固定資産売却益 5,654 37,549

特別利益合計 5,654 37,549

特別損失   

固定資産売却損 2,593 10,571

固定資産除却損 41,702 12,599

減損損失 ※ 10,073 -

特別損失合計 54,368 23,171

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,427,743 993,379

法人税等 △190,383 310,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,237,359 682,487

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△505,255 160,730

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△732,104 521,756
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,237,359 682,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,675 1,426

為替換算調整勘定 △822,590 207,893

退職給付に係る調整額 △1,560 △10,962

持分法適用会社に対する持分相当額 △56,864 △23,211

その他の包括利益合計 △882,690 175,146

四半期包括利益 △2,120,050 857,633

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,328,552 602,379

非支配株主に係る四半期包括利益 △791,498 255,253
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△1,427,743 993,379

減価償却費 2,343,361 2,445,757

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,404 △53,867

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,781 △83,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 176,966 473,636

製品保証引当金の増減額（△は減少） 85,022 △238,488

受取利息及び受取配当金 △17,543 △29,242

支払利息 303,219 257,810

為替差損益（△は益） 69,662 △167,349

デリバティブ評価損益（△は益） 227,220 △294,320

有形固定資産除売却損益（△は益） 38,640 △14,377

減損損失 10,073 -

持分法による投資損益（△は益） 26,639 △24,249

売上債権の増減額（△は増加） 890,960 739,685

棚卸資産の増減額（△は増加） 224,224 △3,664,403

仕入債務の増減額（△は減少） △1,274,641 306,273

その他 584,397 △70,125

小計 2,166,275 576,393

利息及び配当金の受取額 87,645 29,627

利息の支払額 △325,302 △253,557

法人税等の支払額 △88,969 △370,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,839,647 △17,768

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △942,684 △1,037,773

定期預金の払戻による収入 815,000 1,053,431

投資有価証券の売却による収入 - 7,217

有形固定資産の取得による支出 △1,758,482 △2,517,472

有形固定資産の売却による収入 30,537 78,149

無形固定資産の取得による支出 △38,049 △194,381

貸付けによる支出 - △63,294

貸付金の回収による収入 6,429 34,578

補助金の受取額 - 872,690

その他 △89,307 △49,137

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,976,555 △1,815,992
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  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 15,887,700 30,338,594

短期借入金の返済による支出 △15,532,772 △27,444,440

長期借入れによる収入 1,220,800 1,420,481

長期借入金の返済による支出 △2,040,952 △2,469,609

社債の発行による収入 2,105,259 -

社債の償還による支出 △1,249,997 △355,099

リース債務の返済による支出 △113,517 △114,067

配当金の支払額 △104,638 △52,802

非支配株主への配当金の支払額 △25,782 -

非支配株主からの払込みによる収入 18,930 -

財務活動によるキャッシュ・フロー 165,027 1,323,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154,947 115,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,827 △395,010

現金及び現金同等物の期首残高 5,223,680 6,292,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,096,852 ※ 5,897,437

 

EDINET提出書類

ＧＭＢ株式会社(E02247)

四半期報告書

13/21



【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、買戻し契約

に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収

益を認識しない方法に変更しております。加えて、販売手数料等の顧客に支払われる対価については、従来、販売

費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は48,703千円増加し、売上原価は6,679千円増加し、販売費及び

一般管理費は108,060千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ150,083千円増加

しております。また、利益剰余金の当期首残高は47,157千円減少しております。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が四半期連

結財務諸表に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　（新型コロナウイルスの感染拡大の会計上の見積りに与える影響）

　当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症による世界経済の先行きは不透明感が漂うもの

の、当社グループにおいて、前連結会計年度の後半より需要は回復傾向にあります。世界の自動車産業も全般的に

は需要の回復傾向の継続が見込まれることも踏まえ、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上

の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の連結財務諸表に影

響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年12月31日）

受取手形割引高 405,998千円 410,780千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期

間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2021年12月31日）

受取手形 －千円 119,769千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　減損損失

前第３四半期連結累計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額（千円）

吉明美汽配（南通）有限公司　本社・工場

（中国江蘇省南通市）
工 場 機 械 装 置 10,073

上記の資産につきましては、当社の連結子会社吉明美汽配（南通）有限公司で使用している資産において、収益性の

低下により投資額の回収が見込めなくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特

別損失に計上しております。

　　なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを17％で割り引いて算定

　しております。

 

当第３四半期連結累計期間において、該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

現金及び預金 5,953,852千円 7,097,755千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △857,000 △1,200,317

現金及び現金同等物 5,096,852 5,897,437
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月29日

定時株主総会
普通株式 104,638 20.00  2020年３月31日  2020年６月30日 利益剰余金

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、2020年７月１日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として、2020年７月31日付で新株

式を24,772株発行し、第２四半期連結会計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ8,298千円増加して

おります。

　また、当第３四半期連結会計期間において、連結子会社の第三者増資に伴う非支配株主との取引に係る親会社

持分の変動により、資本剰余金が15,565千円増加しております。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が855,743千円、資本剰余金が1,027,647千円と

なっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月１日

取締役会
普通株式 52,704 10.00  2021年９月30日  2021年12月３日 利益剰余金

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、2021年６月18日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として、2021年７月16日付で新株

式を13,742株発行し、第２四半期連結会計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ7,647千円増加して

おります。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が863,390千円、資本剰余金が1,035,294千円となって

おります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：千円）

 日本 米国 韓国 中国 タイ 欧州 豪州 合計
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

売上高           

(1）外部顧客への

売上高
8,081,266 4,649,778 23,354,719 2,295,602 335,338 1,481,992 7,287 40,205,985 △201,411 40,004,573

(2）セグメント間

の内部売上

高又は振替

高

979,086 - 1,903,553 4,143,747 1,797,533 - - 8,823,921 △8,823,921 -

計 9,060,352 4,649,778 25,258,272 6,439,350 2,132,871 1,481,992 7,287 49,029,906 △9,025,332 40,004,573

セグメント利益

又は損失（△）
47,599 △191,609 △1,041,355 98,836 13,560 △44,714 △50,771 △1,168,453 △22,790 △1,191,244

（注）１．外部顧客への売上高の調整額△201,411千円は、内部売上高で消去できなかった取引差額であります。ま

た、セグメント利益又は損失（△）の調整額△22,790千円は、セグメント間取引消去85,682千円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△108,472千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

　当第３四半期連結累計期間において、連結子会社吉明美汽配（南通）有限公司の固定資産の収益性の低下

により、「中国」セグメントにおいて10,073千円の減損損失を計上しております。

 
 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

         （単位：千円）

 日本 米国 韓国 中国 タイ 欧州 豪州 合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高           

駆動・伝達及び操

縦装置部品
6,918,321 356,205 17,344,323 2,395,871 214,945 - 7,754 27,237,421 △137,715 27,099,705

エンジン部品 3,190,046 3,895,447 7,519,978 437,025 229,154 1,765,262 77,844 17,114,760 △87,224 17,027,535

ベアリング 1,309,773 476,895 5,372,472 676,935 - - 19,537 7,855,614 △40,127 7,815,486

その他 541 702,751 2,220 35,443 - - 3,729 744,686 △3,877 740,808

顧客との契約から

生じる収益
11,418,683 5,431,299 30,238,995 3,545,275 444,100 1,765,262 108,865 52,952,482 △268,945 52,683,536

(1）外部顧客への

売上高
11,418,683 5,431,299 30,238,995 3,545,275 444,100 1,765,262 108,865 52,952,482 △268,945 52,683,536

(2）セグメント間

の内部売上

高又は振替

高

1,141,936 - 2,795,471 6,624,230 2,191,055 5,987 - 12,758,681 △12,758,681 -

計 12,560,619 5,431,299 33,034,466 10,169,506 2,635,156 1,771,250 108,865 65,711,164 △13,027,627 52,683,536

セグメント利益

又は損失（△）
459,602 △788,969 394,482 469,233 111,859 △61,280 △38,734 546,192 △162,914 383,278

（注）１．外部顧客への売上高の調整額△268,945千円は、内部売上高で消去できなかった取引差額であります。ま

た、セグメント利益又は損失（△）の調整額△162,914千円は、セグメント間取引消去△24,629千円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△138,284千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
△139円55銭 99円10銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会

社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千

円）

△732,104 521,756

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

△732,104 521,756

普通株式の期中平均株式数（株） 5,245,817 5,265,137

（注）　 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2021年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………52,704千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2021年12月３日

（注） 2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   2022年２月４日

ＧＭＢ株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 大阪事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中田　明

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　穣

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＧＭＢ株式会社の

2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月1日から2021年12月31日ま

で）及び第３四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四

半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＭＢ株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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